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 日程第３  第２四半期事業執行状況（変更）について 
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       ○社会教育課所管 

        ・平成２８年度宇治田原町総合文化センター等利用状況について 

        ・田原児童育成施設整備事業について 

 日程第５  その他 

 

１．出 席 委 員 

      委員長    １１番  谷 口   整  委員 

      副委員長    ９番  山 内 実貴子  委員 

              ４番  馬 場   哉  委員 

              ６番  原 田 周 一  委員 

              ８番  藤 本 英 樹  委員 

             １０番  今 西 久美子  委員 
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             １２番  田 中   修  議長 
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１．宇治田原町議会委員会条例第１８条の規定により会議事件の説明のため出席を求める
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社会教育課課長補佐 下 岡 浩 喜 君 
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庶 務 係 長 岡 﨑 貴 子 君 
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開  会   午前１０時００分 

○委員長（谷口 整） 皆さん、おはようございます。 

  本日は、文教厚生常任委員会を開催いたしましたところ、ご出席をいただきましてま

ことにありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  本日の委員会は、９月４日の開会日に上程され、付託をされました議案第５４号及び

第２四半期の事業執行状況（変更）並びに所管事項報告につきまして、お手元に配付い

たしました日程表により審査を行うことといたします。また、町当局よりの資料につき

ましてもお手元に配付いたしておりますので、ご確認をいただきたいと思います。 

  本日の委員会において、不適切な発言等がありました場合には、委員長において精査

を行うことといたします。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） ありがとうございます。 

  ただいまの出席議員数は６名でございます。定足数に達しておりますので、直ちに本

日の文教厚生常任委員会を開きます。 

  これより議事に入ります。 

  日程第１、各課所管事項報告についてを議題といたします。 

  福祉課所管の宇治田原町障がい者基本計画及び第５期障がい福祉計画の策定について、

説明を求めます。光嶋部長。 

○健康福祉部長（光嶋 隆） おはようございます。 

  それでは、私のほうから、宇治田原町障がい者基本計画及び第５期障がい福祉計画の

策定について、ご説明を申し上げます。 

  お手元の資料をごらんいただきたいと存じます。 

  まず、主な取り組み経過についてでございますが、平成２９年７月１２日に、第１回

目の委員会を文化センターにおいて開催しております。その中でご議論いただきました

内容に関しましては、障がい者基本計画並びに障がい福祉計画の策定について、事務局

よりご説明を申し上げまして、今後の策定スケジュールについて、ご提案を申し上げま

した。本年度１年限りで策定するということで確認をいただいております。また、計画

策定に係る住民アンケートの内容について、協議をいただきました。正確なニーズを把

握する必要があるものの、回答率の向上を図るために、事務局が提案をいたしましたア

ンケート案の設問の量を縮小することといたしまして、添付をさせていただいておりま

す調査票の内容ということになったところでございます。 
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  アンケートの実施についてでございますが、第１回目の委員会を踏まえまして設問を

精査し、修正案を了解いただいた上で実施をいたしております。発送いたしましたのは

４３５通、対象といたしましては、障がいをお持ちの方４０６名、あと事業者２９者に

対して発送いたしました。発送は、去る８月２５日金曜日にいたしております。一応の

回収期限は９月１１日ということで設けております。それで、できるだけ回収をしたい

ということで、回収目標を前回並みの４７％というふうに設定をいたしまして、ここに

は記載をしておりませんけれども、期限後１１日以降に、再度お願いという形で、まだ

回答をいただいていない方に対しましてはがき等発送して、さらなる回収に努めたいと

いうふうに思っております。可能な限りお待ちをいたしまして、最終的には、９月

２５日ぐらいまでを期限としてまとめ上げたいなというふうに思っております。 

  今後のスケジュールについてでございますが、９月の末にアンケートの結果の分析を

まとめまして、１０月の上旪に第２回目の委員会、これは、結果を踏まえまして、計画

案の骨子等についてのご議論をいただきたいというふうに思っております。あと、

１２月の上旪には第３回目の委員会を開催いたしまして、素案の完成並びにパブリック

コメントの実施、１月にはパブリックコメントを実施いたしまして、３月の中旪には第

４回目の委員会を持ちまして、パブリックコメントの結果をご報告するとともに、最終

案のご議論をいただきまして、町長へ提言をいただきたいというふうに考えております。

以上でございます。 

○委員長（谷口 整） これより質疑に移ります。質疑のある方は挙手を願います。今西

委員。 

○委員（今西久美子） おはようございます。 

  生の声を聴取する方法としてアンケートというのは非常に有効だというふうに思うん

ですが、現在の回収は、目標としては４７％と、１１日現在でどのぐらい返ってきてい

るのか、わかりますでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 市川課長補佐。 

○福祉課課長補佐（市川博己） １１日現在で４０．１％となっております。したがいま

して、先ほど説明しました勧奨はがきを送りますので、それを踏まえれば、回収目標に

は近い数字に届くんじゃないかと思っております。以上です。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） できるだけ多くの回答が寄せられることが望ましいと思うんです

が、前回も４６．５％ということで、半分以上の方が返信をされないというような実態
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だったかと思うんですが、その辺はどのように分析をされておりますでしょうか、理由

としてはつかめないということでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 光嶋部長。 

○健康福祉部長（光嶋 隆） 回収をいただけておらないので、実際にどのような実情で

あるかというのは非常につかみにくいところではあるんですが、やはり行政からお送り

するそういった文書、そういったものに対して余り関心を持っていただけない部分もあ

ろうかと思います。我々としては、可能な限り、今西委員おっしゃいましたように、お

願いしますというようなことを、障がい者の方個人ということではなしに、そういった

団体、機関等もございますので、そういったところにお願いをするという形をとるのが

最善策ではないかなというふうに考えております。ちょっと答えにならないかもしれま

せんけれども、読みにくいからとか、しないからとかいった、そういう具体的な内容に

ついては、ちょっと把握し切れておらないというふうになっておるところでございます。

以上でございます。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） 回収率の向上を目指して設問も尐し減らしたというようなご報告

もあったところですけれども、こういう計画を立てる上で、本当に当事者の声というの

は非常に重要やというふうに思いますので、できるだけ丁寧な対応で、回収率を上げて

いただきたいというふうに思います。 

  それと、対象者ですけれども、障がいを持つ方４０６人、事業者２９者という事業者

なんですけれども、事業者に対してどういうアンケートを。事業者の意味がよくわから

ないんですけれども、当然近隣の市町の事業者さんも含まれているかと思うんですが、

事業者に対するアンケート調査というのは、どういう内容で。同じものを送ってはって、

誰が答えるということになるんでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 市川補佐。 

○福祉課課長補佐（市川博己） 事業者に対しましてのアンケートにつきましては、事業

者の立場としてのニーズを把握するものですので、いわゆる障がい者の方にお聞きして

いる設問とは尐し内容が違っているんですけれども、やっぱり立場の違う方なりの内容

でつくらせてもらっております。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） 事業者向けのアンケートは、今ないわけですね。 

○委員長（谷口 整） 市川補佐。 
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○福祉課課長補佐（市川博己） すみません、こちらの今回の資料には用意してございま

せんが、こちら、また改めて、そちらにはお渡しするようにいたします。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） ぜひ、いただきたいと思います。 

  今事業所に通っておられる方については、事業所の相談員さん等々もおられるところ

も結構あるので、そういう方のご協力も得ながら、障がいをお持ちの方の本当の生の声

を、そこも通してできるだけ吸い上げていただきたいなというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長（谷口 整） ほかにございませんか。原田委員。 

○委員（原田周一） 先ほど、部長の説明で、回答しやすいように前回よりも設問そのも

のを減らしたというお話でして、ちょっと私、以前のアンケートを探したんですけれど

も見当たらなかったんですが、今回の作成に当たって、前回よりどれぐらいの量を減ら

されたのかということが１つと、それから、減らされた主な内容、項目というんですか、

そういった部分で、こういうことに主眼を置いて減らしたということがあれば教えてい

ただきたいんですが。 

○委員長（谷口 整） 部長。 

○健康福祉部長（光嶋 隆） これも一般論的な話にはなるんですけれども、一つには

長々とした、読んでいて嫌になるような、そういう設問の仕方といいますか、そういう

ご指摘が委員の方からございまして、最後まで読むと嫌になるので、もうちょっと回答

しやすいような、そういうスタイルにしたらどうかということがございましたので、設

問自体をできるだけシンプルにといいますか、本来どうしても我々が問いたいというこ

とを問いますと、全て網羅したくなってしまうので長くなりがちだと、そういったこと

が、逆に回答する意欲を失せてしまうのではないかということがございましたので、全

般としては、そういう長々としたものをシンプルにまとめたらどうかというのが主な内

容でございます。個々の設問等に関しましては、やはり問いたいことというのは前回の

計画からもそうそう変わってはおりませんので、そういう意味で、設問数を若干減らし

たという表現を用いて説明させていただいておるところでございます。 

○委員長（谷口 整） 原田委員。 

○委員（原田周一） 私、これ、仮にアンケートを書く立場からすると、これでも約

６０問あるわけですね。やっぱりこういうのを送られて来たら、見た感じ、今のお話し

で、嫌やなと。もう面倒くさいという感じ。実際には、恐らく５０問以下ぐらいの、当
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然これ福祉計画にいろんな意見を網羅するというあれなんですけれども、先ほどの話や

ないですけれども、余り、逆に何でもかんでも網羅して福祉計画に入れるために質問し

たら、今度は回答が返ってこないというようなことにもなりかねませんので、どこが適

当なのかどうかわからないですけれども、もうちょっと私としては、印象として、減ら

していただけたらなという感じがするんですけれども。 

○委員長（谷口 整） 部長。 

○健康福祉部長（光嶋 隆） ただいまご指摘いただいた点は、委員の先生方からまさに

出ております意見でございます。ただ、余りシンプルにしちゃいますと、本来問うべき

内容まで飛ばしてしまうということになるので、現状では、これぐらいが精いっぱいか

なというところで委員会の中でもご判断をいただいたというところでございます。 

  ただ今後、この計画だけではなしに、我々行政として実施をいたしますそういった調

査ものに関しましては、今、原田委員おっしゃっていただいたことを念頭に、できるだ

け回答しやすいといった内容に努めて検討してまいりたいというふうに思っております

ので、ご理解賜りますようにお願いいたします。 

○委員長（谷口 整） 原田委員。 

○委員（原田周一） それで、私も、これ、さっと質問を読ませていただいたんですけれ

ども、大体軽度な方は恐らく自分で答えられるんですけれども、重度の方については、

言うたら家族が当然かわりに答える格好になると思うんです。そういった場合に、家族

としての立場というんですか、そのような感じのものが余り網羅されていない、内容的

に、そう思うんですけれども、その点いかがでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 部長。 

○健康福祉部長（光嶋 隆） 今回実施をしておりますアンケートは、あくまでもご本人

様を対象という形で作成をしております。ご指摘いただいた点、重度の方についてはみ

ずからが回答できないだろうという部分もあって、それについては、ご指摘のとおりご

家族の方の回答を期待するというところでございます。ただ、視点といたしまして、あ

くまでご本人様の立場でお答えを願いたいという趣旨で実行しておりますので、どうし

ても家族の方ということになってきますと、軽度の方においてもという話のなかなか線

引きが難しゅうございますものですから、一定ご本人の立場に立ってということでお願

いをしておるというような次第でございます。 

○委員長（谷口 整） ほかに、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（谷口 整） ほかにないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  先ほど出ておりました資料の追加については、早々に各委員宛て配付をよろしくお願

いいたします。 

  次に、介護医療課所管の宇治田原町高齢者介護・福祉計画（第７期介護保険事業計

画）の策定について、説明を求めます。廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 失礼いたします。 

  介護医療課所管分、宇治田原町高齢者介護・福祉計画（第７期介護保険事業計画）の

策定について、ご報告させていただきます。 

  第７期の介護保険事業計画につきましては、平成３０年度から平成３２年度の３年間

の計画を策定することとなります。 

  主な取り組み計画についてご説明させていただきますと、第１回目の作成委員会のほ

うを７月１３日木曜日に開催させていただいておりまして、協議内容といたしましては、

主には、アンケートの内容についてご協議いただいております。アンケートについては、

資料として添付させていただいておりますけれども、もともとは、厚労省のほうから示

された調査項目に、プラス委員会のほうでご協議していただく中で町独自にまた必要と

思われる設問項目を追加するような形でアンケート調査票のほうを作成させていただい

ております。 

  アンケートの実施についてでございますけれども、発送部数については１，６００通、

内訳としましては、対象者が要介護認定者３６５人、こちらについては、介護認定を受

けておられる方全員になります。あとは、要介護認定を受けていない６５歳以上の高齢

者１，２３５人を抽出させていただきまして、発送させていただいております。発送日

につきましては、８月２５日に発送しまして、回収期限は９月１１日、今週の月曜日と

いうことになっております。９月１１日現在の回収でございますけれども、９１６件回

収しておりまして、回収率につきましては５７．２５％となっております。先ほどの障

がいのほうの計画と同様に、また勧奨通知のはがきを送ることになっておりまして、協

力をお願いということではがきのほうを送らせていただきます。きょう、あすじゅうに

はがきのほうを送付させていただきまして、９月２５日月曜日に期限延長させていただ

きまして、回収目標約７０％とさせていただいていますけれども、それに近づけるよう

に持っていきたいと思っております。前回の介護保険事業計画を策定しました際のアン

ケートについては、回収率のほうは７０％でございました。 

  今後のスケジュールでございますけれども、９月末ごろにはアンケート結果の分析を
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取りまとめさせていただきまして、１０月上旪には第２回目の委員会のほうを開催させ

ていただき、現計画の課題整理またアンケート調査等結果の報告をさせていただく予定

でおります。１１月になりまして、第３回目の委員会を開催させていただきます。その

内容としましては、計画書の骨子（案）についてご協議いただくこととしております。

１２月上旪には、第４回委員会で計画書素案・パブリックコメントの実施についてご協

議いただきまして、１月にはパブリックコメントの実施をしてまいりたいと考えており

ます。２月下旪には第５回委員会を開催させていただきまして、パブリックコメントの

結果また計画書最終案についてご協議いただき、町長への提言ということで、させてい

ただく予定でおります。以上です。 

○委員長（谷口 整） これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。今西

委員。 

○委員（今西久美子） アンケートの対象者なんですが、要介護認定者３６５人のうち、

実際に介護サービスを受けておられる方とおられない方がおられると思うんですけれど

も、その人数はわかりますか。３６５人、認定を受けている方がこれだけで、認定を受

けているだけでサービスを受けていない方もおられますよね。わかれば。 

○委員長（谷口 整） 課長。 

○介護医療課長（廣島照美） すみません、今その資料は、ちょっと手持ちにない状況で

ございます。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） 結構です。ただ、サービスを受けておられれば必ずケアマネさん

がついておられるので、ケアマネさんにもちょっとお声をかけていただくなり。もう、

でも、回収期限は終わっていますけれども、まだはがきも送られるということなので、

ケアマネさんを通じて回収率を上げるようなご努力をお願いできないかなと思うんです

が、どうでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 今、今西委員がご指摘いただきました点につきましては、

事業所のケアマネのほうには、こちらのほうから回収についてのご協力をお願いしてお

る状況でございまして、回収率を上げるために努力しているところでございます。 

○委員長（谷口 整） ほかに質疑はございませんか。原田委員。 

○委員（原田周一） 先ほどの障がい者と違って、非常に多く配布されている割には、前

回も７０％、非常に高い回収であったと思うんです。今回も７０％の高い回収目標を立
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てられて、非常に高齢者が多いので、それだけ関心があるのかなという気はします。 

  これも、ずっと、私も何人かから聞かれたんですけれども、逆に余りこれを詳しく書

くと、また保健指導みたいなのが入ってかえってややこしいみたいな声が。当然これは

無記名やとは思うんですけれども、身長やら何やらいうて書くような感じやったと思う

んですけれども、そういう体重とか書いたら、大体どこの誰やとわかるん違うかという

ような声が私のほうにもあったんですけれども、これ、多分身長体重まで書けというこ

とについては、何かメタボのこととか、いろんなことの多分何かとられるのかなという

感じはするんですけれども、なぜこんなのが必要なんかなと。こういう質問がというよ

うな問い合わせが私のところにも何人かから入っているんです。その辺は、どうなんで

しょうか。 

○委員長（谷口 整） 課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 今回の調査票につきましては、もともと厚労省のほうから

示されているものの中にそういった設問項目がございまして、全国的に厚労省のほうが

把握する中で、また市町村のほうに結果が返ってくるような状況ではあるんですけれど

も。 

○委員長（谷口 整） 原田委員。 

○委員（原田周一） ということは、これは、町独自でつくった内容ではないということ

ですね。 

○委員長（谷口 整） 課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 全て町で独自につくったわけではなく、もともと厚労省の

ほうから示されているものに、オプションで外したりできるものもありますんで、そこ

ら辺を策定委員会のほうでご協議いただく中で、追加設問を加えたりということで、町

のほうで、調査票のほうを作成しているような状況でございます。 

○委員長（谷口 整） 原田委員。 

○委員（原田周一） わかりました。 

○委員長（谷口 整） ほかに質疑はございませんか。今西委員。 

○委員（今西久美子） すみません、もう１点。 

  介護のほうのアンケートについては自由意見を書く欄がないですね。障がい者のほう

はあると。私、自由意見というのは、対象者にとって大事な欄やと思っているんですよ。

町が聞きたいことはあるでしょうけれども、高齢者は高齢者で言いたいことが当然ある

わけで、そういう欄を設けるべきではなかったかなと思うんですが、どうでしょうか。 
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○委員長（谷口 整） 課長。 

○介護医療課長（廣島照美） 今回、介護の調査票については自由記述欄がないというこ

とで、今回の調査については締め切りも終わっておりますし、発送もさせていただいて

おりますので、また今後、次期計画策定に当たっては、そういったことも考慮しつつ検

討してまいりたいと思います。以上です。 

○委員長（谷口 整） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  次に、健康児童課所管の一時保育施設等整備事業の進捗状況について、説明を求めま

す。立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） 健康児童課所管分の一時保育施設等整備事業の進捗状況に

ついて、ご説明申し上げます。 

  こちらのほうは、四半期の事業執行状況にのせておる事業ですが、大きな変更はござ

いませんのでペーパーの資料はお出ししておりませんが、今の状況について、ご報告を

させていただきます。 

  進捗状況としましては、９月末までに完成ということで、今順調に進んでおりまして

８０％ぐらいの完成率となっております。外観はほとんどできておりますので、あと中

の設備関係を整えて、保育所の建物と一時保育施設をつなぐ通路も完成をしております

ので、大方８割程度の完成ということです。こちらのほうは、１０月から、完成次第ま

た一時保育の事業として使用していく予定ですが、利用者の利用日に合わせまして、ま

た１０月の前半から使用の予定です。次回１０月の委員会のほうで、完成した状況と詳

しいことはまたご報告させていただけると思っておりますので、今の進捗状況の報告だ

けさせていただこうと思っております。 

  施設のほうの報告は以上ですが、１つ追加で、きょう、資料のほうをお手元に配付さ

せていただいております。子育て支援ガイドというところで、利用者支援事業、こちら

のほうも進行状況で報告させていただいておりました子育てサービス利用者支援事業で

作成するという予定をしておりましたものが完成しましたので、お配りさせていただき

ました。こちらは、毎年冊子のほうで全ての事業を詳細に書いたものを毎年更新してお

りますが、この内容を一言で説明した形で、一覧として、１枚で収まる形で新たにリー

フレットを作成しております。こちらは、新しく出生された方、また転入された方、ち

ょっと町内に観光で来られた方でもお手にとっていただけるようにいろんなところに配
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架させていただいて、また、今後空き家のバンクなんかで登録をされる方にも配布資料

として活用いただければと思っております。またご参考にしていただければと思います

ので、以上、報告となります。 

○委員長（谷口 整） これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。今西

委員。 

○委員（今西久美子） 一時保育施設なんですが、日に日にでき上がっていくのを楽しみ

にしているんですが、やはり元駐車場に建物が建ったということで、駐車スペースは、

職員さんの車を別のところに移動していただいたので、台数的には確保できているのか

なというふうな感じはするんですけれども、やっぱりどうしても狭くなってしまって、

ちょっと利用者の方、保護者の方から、これ、危ないんと違うかなというようなお声も

お聞きしているんですが、駐車場について、この間どんな感じなのか、今は工事の関係

で警備の方も来ていただいているんですが、工事が終わってからは警備の方もおられま

せんし、ちょっとその辺で、駐車場の安全面について、どのようにお感じでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） 工事が始まりましてから、進入口を変更しまして、従前と

は逆回りとさせていただいております。完成後も、当然建物が建ちましたので、そうい

う形の進入で対応していく予定としております。今、どうしても工事車両でふさがって

いる部分がありますが、全体として、今の確保している部分が今後も駐車場となります。

ただ、どうしても手狭という形にはなっておりますので、今後、また駐車場の拡充につ

いては、学童保育の施設の今後の計画とともにまた検討していきたいと考えております

ので、そちらのほうで、安全面を確保しながらふやすということも随時検討していく予

定としております。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） 駐車場の構造上、皆さん、神社側にとめられて、車が通る道を横

切って、ちょっと一部線を引いていただきましたけれども、そこを通っていくというよ

うな形になっていると思うんですけれども、それが、より危ないんじゃないかなという

ふうに思うんですが、だからといって、どうしたらいいのかあれなんですけれども、保

護者の方がほとんどですから十分気をつけられているとは思うんですけれども、ある保

護者の方が、危ないなというふうな声をちょっとお聞きしたので、もう尐し何か安全対

策の工夫ができないかなと思うんですけれども、ちょっと一度ご検討願えたらなと思い

ますので、保護者の声もぜひ聞いていただけたらなと思いますので、お願いしておきま
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す。以上です。 

○委員長（谷口 整） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） ほかにないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  暫時休憩をいたします。 

休  憩   午前１０時３１分 

再  開   午前１０時３４分 

○委員長（谷口 整） それでは、休憩前に引き続き会議を始めます。 

  教育委員会所管分に係る事項について進めます。 

  会議は、お手元に配付をいたしております会議日程により、進めさせていただきます。 

  日程第２、付託議案審査について。 

  議案第５４号、宇治田原町都市公園条例の一部を改正する条例を制定するについてを

議題といたします。 

  当局の説明を求めます。岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） それでは、議案第５４号、宇治田原町都市公園条例の一部

を改正する条例を制定するについて、ご説明させていただきます。 

  お手元のほうには、条文並びに議案第５４号資料といたしまして提出しております概

要をお手元のほうにお願いいたします。 

  まず、概要のほうよりご説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、趣旨でございますが、宇治田原町都市公園施設にございますテニスコートにお

きまして、今年度、ハードコートからオムニコートへ改修する予定でございます。これ

に当たりまして、施設使用料の額を変更し、制定しようとするものでございます。 

  改正額の考え方等につきましてでございますが、お手元の資料の裏面に近隣市町のテ

ニスコートの使用料の一覧表のほうを記載させていただいております。これは、オムニ

コートのみ集めさせていただきました近隣の表になってございます。改正額の考え方と

いたしましては、今後の維持管理費用、また近隣市町の使用料を比較するということで、

町の社会体育施設運営委員会の方々のご意見も頂戴し、テニスコートの使用料の改定を

行ったものでございます。 

  裏面の使用料一覧の下方部分には、料金改正に係る検討項目といたしまして２点記載

をさせていただいております。まず、１点目が先ほど申し上げました近隣市町の使用料

の状況、適正な使用料の算出を試みるために、近隣各施設の状況と使用料を照らし合わ



１４ 

せ、中位的な金額を参考とさせていただきました。また、２点目といたしましては、町

内在住、在勤使用者に対する配慮ということで、町内の利用者の方々には、健康増進、

またテニス競技の普及を図る観点から、使用料を町外利用者の半額とさせていただいた

ところでございます。 

  施設使用料につきましては、現在３００円の使用料が、改正後１，０００円というこ

とになります。また、町内在住、在勤者につきましては、先ほど申し上げました半額と

いうことでございますので、改正前１５０円、改正後５００円ということになっており

ます。この分につきましては、お手元の議案の３枚目にございます新旧対照表のほうが

別表として記載されている部分でございますので、こちらを見ていただきまして、確認

をさせていただきたいと思います。 

  まず、新旧対照表の新が左、旧が右になっておりますが、種別有料公園施設の下の部

分にグラウンドというところがございます。そちら３段目のところに、テニスコート

１面１時間とありますが、新料金が１，０００円、それから右側の旧料金のところは

３００円になっているところでございます。また、あわせまして、今回、次のページ、

裏面になりますけれども、注意書の１の部分でございます。現在、旧の部分では、右側

になりますが、宇治田原町在住者ということで使用料２分の１と記載してございますが、

新の部分は、宇治田原町在住者及び在勤者というところの「及び在勤者」を今回入れさ

せていただきます。 

  なお、これにつきましては、従来より、運用といたしまして在勤者も含み２分の１の

運用を適用しておりましたけれども、今回、この部分が抜けていたということで入れさ

せていただきました。以上でございます。 

○委員長（谷口 整） これより質疑を行います。質疑のある方は、挙手を願います。原

田委員。 

○委員（原田周一） コートのほうも改修されて、やっと今回ハードからオムニコートの

ほうに。この一覧表を見て私もびっくりしたんですけれども、もう今ハードコートとい

うのはほとんどないわけですよね、よそを含めて。オムニコートというふうになってい

るということで、これはこれでいいんですが、使用料、ずっと私、あくまで安いから町

外からの人が多いということを過去申し上げてきたわけですけれども、やっとこれで近

隣市町並みになったということで非常にいいと思うんですが、ちょっとこれに関連して

ですが、宇治田原町の場合、使用者から言われているのが、非常に申し込み、あるいは

使用するときの届け出が面倒やと。よそはほとんど、今、全部ＩＴと言うんですか、カ
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ードになっていると。カードですと、当然そこに個人情報とか申請した段階で全部入っ

ているんで、それをスキャンすることによって、全て読み取れるというような話があっ

て、何かそういう方向でできないかという、これには大変お金も、いろんな投資が必要

やと思うんですけれども、すぐにできる話やないと思うんですけれども、そういうよう

なお考えというのはどうなんでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 今ご指摘をいただいておりますカード化ということで、カ

ードを使用している自治体のほうも確かにございます。管理全般の捉え方ということに

なるかと思うんですけれども、確かにカードの利点といたしましては、１枚発行するこ

とで予約等がすぐにできるというところで、便利なところはあると思います。ただ、ご

指摘ありましたように機器の導入費用ということもございますし、またそのことによっ

て、町外の利用の方々がふえることによって、町内の方々のご利用いただくのがちょっ

と尐なくなってしまうのかな、特に年配の方はそういう状況になってくるのかなという

ような不安要素もございます。また、支払いとか本申請には、必ず本町窓口のほうに来

ていただく必要もあるかと思いますので、そういった面から見ますと、現状ではちょっ

と厳しい状況にあるかなと思います。 

  ただ、手続を簡素化するということに関しましてはほかの案もあるかとも思いますし、

また利用者の方々、また運営委員の方々のご意見等いただきながら、今後検討課題とさ

せていただけたらというふうに思います。 

  ただ、資料のほうなんですけれども、今回お手元に出させていただいたのは、申しわ

けございません、各市町のオムニコートのみを集めさせていただいております。ハード

のほうもございます。以上でございます。 

○委員長（谷口 整） 原田委員。 

○委員（原田周一） 今、手続の簡素化ということで、カード化すれば、例えば今の文化

センターにしろ、いろんなほかの施設も、グラウンドにしろ一緒にできるんやないかと

いうことなんです。ぜひ、今の時代ですので、将来ほかに方法があるのかを含めて、ぜ

ひ検討をお願いしたいと思います。要望だけしておきます。以上です。 

○委員長（谷口 整） ほかにございませんか。今西委員。 

○委員（今西久美子） 今回利用料の改定ということで、コートがよくなるということに

ついてはいいことやと思うんですが、今までがちょっと安かったというのもありますけ

れども、一気に３倍以上という料金となります。その点について、利用者さんの声とい
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うのがどのようなものだったのか、町内在住、在勤の方には半額とすると、それは健康

増進、テニス競技の普及を図るという観点からやということですが、料金が上がったか

らやっぱりもう使うのをやめようということにもしなったとすれば、ちょっとその観点

からも外れるわけで、その辺、どのようにお聞きいただいているでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） いろんなご意見もこちらのほうでも頂戴しておりまして、

例えば小・中学生であるとか学生さん、また高齢者の方々などの減免もということのご

意見も頂戴しておりました。その件につきましてもさまざま検討のほうはさせていただ

きましたけれども、余り減免の対象というものを細分化するとなかなか管理の状況も難

しいことにもなってまいりますし、先ほど申し上げましたように、ちょっと町外の方々

からのご利用というものも余り安くするとふえてくる可能性も出てまいります。体育施

設運営委員会並びに利用者の方々のご意見ですけれども、やはり利用するということの

受益、サービスを受けることの受益に関しては、一定ある程度の料金は必要であると考

えていると。また料金を払うことでしっかりとマナーが身につく、今現状ちょっとマナ

ーが悪いというようなご指摘もいただいておりますので、利用者の方々の自覚も踏まえ

る上では、一定ある程度の金額が必要でないかなということを会議等ではお話をされて

いらっしゃいます。以上です。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） 他自治体と比べても中くらいやと、どっちかというと安いほうな

のかなというふうに思うので、利用者の方がそのようにおっしゃっているのでしたら妥

当なのかなとはちょっと感じました。ただ、後で報告もあるかと思うんですが、年間

１万４，０００人ぐらいの方が利用されているということですね、このテニスコートに

つきましては。もし、値段を上げたことでこれが大幅に減るようなことがあって、それ

がもし料金にかかわってくるということであれば、ちょっとまた再考もいただきたいな

というふうに思っております。 

  それと、減免の話ですけれども、今減免規定が既にありますよね。６０歳以上とか障

がいをお持ちの方とかは１０割減免という規定があるかと思うんですけれども、その辺

が、きちんと運用いただいているのか、６０歳以上なのに減免規定が対応されていない

というようなことがないのかどうか、その辺だけちょっと確認をしたいと思います。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 今おっしゃられました減免につきましては、既にご利用い
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ただいている団体さんもいらっしゃいます。また、今後使用料のほうを掲載させていた

だくに当たりましては、減免規定のほうもしっかりとご通知のほうさせていただきたい

と思っております。以上です。 

○委員長（谷口 整） ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） ないようですので、質疑はこれにて終了いたします。 

  直ちに、討論、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） 異議なしと認めます。 

  議案第５４号の討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） 討論なしと認めます。 

  直ちに採決に入りたいと思います。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口 整） 挙手全員。よって議案第５４号、宇治田原町都市公園条例の一部

を改正する条例を制定するについては、原案どおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、今回、文教厚生常任委員会へ付託をされました議案の審査を終了いたします。 

  この審査の結果につきましては、文教厚生常任委員会委員長名をもって、委員会報告

書を議長宛てに提出をいたします。 

  以上で、本委員会に係ります付託議案審査を終了いたします。 

  ただいま審査いただきました付託議案につきましては、また総務建設常任委員会に付

託をされております議案につきましても、９月２９日の本会議において討論をされる方

は、討論通告書を９月２７日水曜日、午後５時までに議長宛て提出をお願いいたします。 

  日程第３、第２四半期事業執行状況（変更）についてを議題といたします。 

  社会教育課所管について説明を求めます。岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） それでは、第２四半期事業執行状況の変更箇所につきまし

て、ご説明をさせていただきます。お手元のほうには、事業執行状況の資料をお願いい

たします。 

  今回変更させていただきますのは、奥山田化石ふれあい広場整備事業でございます。

当初、計画といたしましては、７月中旪に設計業務発注ということでしたが、今回変更

といたしまして、９月下旪に設計業務発注ということにさせていただきました。こちら
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のほうですけれども、７月に、９者によります指名競争入札を行いまして７者の入札と

なりましたが、不落に終わっております。こちらのほうの理由といたしまして、分析を

いたしました結果、若干業者と本町との認識のずれがあったものというふうに考えてお

ります。業者のほうにつきましては、かなり公園整備ということで、大がかりな公園の

イメージ等があったようにも思いますし、公園整備の実績のある業者ということで呼ん

でおりましたので、こちらのほうとのずれがございました。この辺のずれ並びに仕様書

のほうの一部を見直しをかけまして、今現在随意契約という形で作業のほうを進めてお

ります。もう間もなく随意契約のほうの準備に取りかかり、９月下旪には設計業務の発

注をさせていただきたいと考えております。次期以降の予定といたしましては、第３四

半期工事発注、３月竣工というところは、変わってはおりません。以上でございます。 

○委員長（谷口 整） これより質疑を行います。質疑のある方は、挙手を願います。今

西委員。 

○委員（今西久美子） 随契にした理由を教えてください。 

○委員長（谷口 整） 下岡補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） ７月１３日に指名競争入札した結果、先ほど課長の

ほうからもご報告申し上げましたとおり７者の入札がございましたが、金額の面と仕様

の面ということと、もう一つは技術者の配置ということにつきまして辞退の理由が多か

ったということで、今回は、先ほども申し上げましたように、公園の計画と建築の２つ

の資格をもって指名をしたんですけれども、そういった厳しい条件をつけますと参加業

者が尐ないということで、今回は、この間の入札参加者の中から低い価格を入札したも

のと、さらに建築の面で、奥山田ふれあい交流館と隣接する施設になりますので、ふれ

あい交流館を設計した業者も含めまして、見積もりを依頼しようと考えております。以

上です。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） いろいろ事情はあるということですけれども、業者さんはもっと

大がかりな公園整備のイメージがあったと。それでも仕様書はあるわけで、それを見れ

ば大体のイメージは私はわかるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり随契で

はなくて入札をもう一回すべきやというふうに思うんですが、その点はどうでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 下岡補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） 先ほどの説明がちょっと足らなかった部分がござい

ますので、業者に受けていただけなかった理由というのが、やはり技術者の配置という
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ところになります。先ほども申しましたように、公園の設計をメーンとしている業者を

選定しましたので、既に技術者さんがほかの工事等に張りついておられまして配置でき

ないという理由がございます。その場合ですと、公園設計に関する部分が外注というこ

とになってしまいますので経費が高くつくと。ですので、直営の場合と比べまして高く

なるということで辞退されたという経過がございます。今回は、そのあたりの条件を変

えての見積もり依頼ということになりますので、ただ、これから、例えば指名競争入札、

同じ仕様書を出して入札したとしても、また不落という状況も起こり得るということも

ありますので、短期間での契約をしたいということで、随意契約、相見積もりを選択さ

せていただいております。以上です。 

○委員長（谷口 整） 暫時休憩いたします。 

休  憩   午前１０時５４分 

再  開   午前１０時５５分 

○委員長（谷口 整） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） ないようですので、ちょっと私からも１点確認したいと思います。 

  当初の予定よりも若干これ工程的にはおくれている状況なんですけれども、加えて、

今天神社の森の枯れ木を切る作業が行われていますよね。ついては、天神社も京都府の

文化財に指定をされておりますんで、今、目下教育委員会を通して補助金の申請の手続

もされていると。それで、枯れ木を切ったときに、切った木を処分するというか落とす

場所が、ちょうど今回考えておられる化石のふれあい公園、すなわち小学校のグラウン

ド跡、ここに、木を切ったときに落としていくんだという状況があるということで、補

助金の申請の関係で作業がまだできない、今回このふれあい広場の整備と重なってくる、

このあたりは、どちらも所管されている教育委員会、その工程の調整とかはどのように

考えておられますか。 

  下岡補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） 奥山田天神社のナラ枯れの件に関しましては、今

３つの補助金を利用して事業をしていこうという案が出ております。１つは、林のほう

のナラ枯れの補助金で、国の里山整備の事業ということで、純粋に、ナラ枯れの立ち枯

れについては、林の補助金を受けて今協議中です。それ以外には、天神社のエリアが文

化財保全地域ということに指定されておりますので、危険流木の撤去ということで、管
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理の中での補助金というメニューもございます。そちらのほうは文化財保護課のほうの

担当になるんですけれども、そちらの補助金の利用も今考えまして協議中です。そのほ

かのエリアにつきましては、新たにまた林の事業もございますが、全てはこれからのヒ

アリング協議ということになりまして、内示が１１月以降、事業の決定が１２月となれ

ば、実際の施行は年明けとならざるを得ません。通常の森林施業につきましては、大体

冬場の施行を前提としての交付金の事務ですので、今回の場合も、奥山田天神社の場合

は冬での作業となってきます。そのときは、こちらのグラウンドでは、化石公園のほう

の整備が進んでいる段階になるので、工程には十分注意しながら、出す場所についても

ちょっと協議をしていかないといけないなというところは考えております。以上です。 

（「そこをどうするのと聞いておる。そんなん当たり前のことやないか」と呼

ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） 今、ほかの委員から出たんですけれども、スケジュールで行けば

そういうことになるんで、２つの事業を１つの場所でやろうとするから、ちょっとそれ

が重なってくるんで、特に、下でふれあい広場の工事にかかりかければ上の木を切れな

いというようなことにもなるし、相当お宮さんの森ですんでナラ枯れの木も太い木があ

って、山に沿って倒すことも非常に困難だから、下に落としてしか作業できない、そん

な状況の中で、うまくその辺の日程というか、工事の日程調整を、工程の調整をしなが

らやっていただきたいというふうに思うんですけれども、それはできますか。 

  下岡補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） 先ほどのナラ枯れの材の搬出につきましては、可能

な部分につきましてはクレーンを使って搬出します。どうしても搬出が不可能なものに

つきましては、その場で切り倒しまして、虫が飛散しないようにラッピングをして、駆

除等の対策をしてまいります。出す場合には、先ほどおっしゃったように、旧小学校の

グラウンド側と、あとお宮さんの道路側ということになりますので、しっかり工程の調

整をしながら搬出ができるように、お互いの事業に支障がないように調整をしてまいり

たいと思います。 

○委員長（谷口 整） どちらの事業も地元にとりましては非常に懸案の事業であります

んで、まして今年度という年度の縛りもある中で、そのあたりについては十分に調整を

していただいて、うまく事業が完成するように持っていっていただきたいということを

私からもお願いをしまして、私の質問は終わります。 

  特に質問はないようですので、これにて質疑は終了いたします。 
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  次に、日程第４、各課所管事項報告についてを議題といたします。 

  まず、社会教育課所管の平成２８年度宇治田原町総合文化センター等利用状況につい

て、説明を求めます。岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） それでは、平成２８年度宇治田原町総合文化センター等利

用状況につきまして、ご説明をさせていただきます。お手元のほうの資料は４枚ものの

ホッチキスどめとなっております。随時、施設ごとに説明をさせていただきます。 

  まず、１枚目の総合文化センターの状況でございます。こちらは、年度別利用状況調

べでございますが、施設の区分ごと、年度ごと、また下記には６年間の棒グラフでの比

較表示もしております。 

  まず、表の一番下の段、太枠の部分が２８年度の実績でございます。上から数字のほ

う読み上げさせていただきますが、さざんかホールが１万２，１４８人、楽屋８４７人、

研修室１が１万３，１２９人、研修室２、５，６１３人、研修室３、３，９５０人、和

室１，５９５人、合計で３万７，２８２人でございます。昨年度に比べますと、全体の

利用者は４，８８６人の増で、文化センターが平成８年開館以来、最も多くの方にご利

用をいただきました。町制の６０周年や文化センター、図書館の開館２０周年の関係も

ございますが、ホール使用につきまして利用しやすい状況を検討していく中で、各種発

表会であったり、また舞台のリハーサルでお使いいただくようにお声かけをさせていた

だきました結果、一般あるいは行政の利用者のほうが１８件、約３，５００人増加した

ところでございます。研修室や和室につきましては、前年度より１，２９７人の増加が

ございまして、昨年に引き続き、さらに増加の傾向にございます。また、利用者数とい

うのはカウントしておりませんが、年間ロビーコンサートやギャラリー、ショーケース

の展示を行っておりますので、こちらのほうも多くの方にご来場いただいております。

また、ロビーのフリースペースの利用も含めまして文化センターの来場者は増加傾向に

ございますが、引き続き魅力ある事業展開、また施設運営というものを図っていかなけ

ればならないと考えております。 

  続きまして、２枚目をごらんいただきたいと思います。 

  こちらにつきましては、２８年度図書館のサービス指標でございます。まず、上段の

表右側には、登録者数５，５２３人、貸し出し冊数は４万７，４７６冊で、表にはござ

いませんが、貸し出し者数は１万１，３７３人でございました。昨年度２７年度と比較

をいたしますと、登録者は５３人の減、貸し出し冊数は３，８１０冊の減、また貸し出

し者数は７６０人の減となっており、毎年図書館利用者が減っているというようなご指
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摘をいただいている中、依然として厳しい状況にございます。 

  ただ、下段の表右側が年度別のサービス指標を示しておりますが、こちらは、括弧の

数字が人口１万５，０００人未満の全国の公共図書館の平均数値を記載しているもので

ございます。本町の数字とおおよそ近い数字が並んでおりますけれども、登録者数、ま

た登録者１人当たり、また人口１人当たりの貸し出し冊数や蔵書冊数というものは、昨

年と比較いたしましてふえてはございます。ただ、蔵書の回転率というのは０．６とい

うことで、平均値にとどまっているところでございます。下表部分は、見ていただきま

したら、サービス評価、効果というのは、以前として高い数値は示しております。 

  続きまして、３枚目の横判をお願いいたします。こちらにつきましては、社会体育施

設の利用集計表となってございます。 

  一番右側の欄は２７年度の数値となっておりますので、隣の合計蘭のほうをごらんい

ただきたいと思います。数値を読み上げさせていただきますが、住民グラウンドが利用

者１万５，９３２人、テニスコートが１万４，２２４人、トレーニングルームが

３，２１１人、スタジオが５，０１７人、プールが３，３４８人、ふれあい広場が

３，１６１人、体育館が２万６，１２５人となっております。近年の利用傾向といたし

まして、各団体の構成人員というものが減尐している中ではございますが、また使用回

数も尐しずつ減ってはきておりますけれども、２８年度につきましては、体育館あるい

はスタジオ、トレーニングルームなどで増員しております。こちらは、尐ないメンバー

ながらも定期的に活動しておられる状況になってきたのではないかというふうに分析を

しております。また、あわせまして高齢者パスポートの利用者ですけれども、トレーニ

ングルームでは７２６人の２７年度から１，０２９人、またプールでも２２人から

８２人となっておりまして、体育部門また文化部門におきましても、高齢者パスポート

をご利用いただいての学習活動というものは引き続き活発になってきたように思われま

す。 

  続きまして、４枚目の横判でございます。こちらにつきましては、小・中学校の体育

施設等の利用状況でございますが、こちらは、住民体育館で申請受け付けを行っており

ます関係上、従来、参考として資料報告をさせていただいております。基本的には、学

校施設の場合、事前登録をしていただきました団体への貸し出しになりますので、毎年

ほぼ変わらない状況でございますが、維孝館中学校の調理室のほうが利用増加にある状

況でございます。 

  なお、学校関係行事あるいはＰＴＡや学年行事につきましての人数は一切含んでおり
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ません。以上でございます。 

○委員長（谷口 整） それでは、質疑に移りたいと思います。質疑のある方は、挙手を

願います。藤本委員。 

○委員（藤本英樹） すみません、文化センターの利用状況なんですけれども、ことしの

分析のほうは先ほどしていただいたんですけれども、表を見ていますと、２７年度のさ

ざんかホールの利用者数が極端に低いんですけれども、この理由は何か、分析しておら

れますでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 先ほどもご説明をさせていただいておりましたが、こちら

の委員会のほうにおきましても、さざんかホールの利用率のほうがかなり低いというこ

とで従来ご指摘をいただいておりました。先ほどもご説明させていただきましたとおり、

やはり利用していただくに当たっての利用料金というものがネックになっているかと思

います。そのために、今までされていた各種発表会等敬遠されていたんですけれども、

その発表会であったり、またリハーサルということで、業者を呼ばずに電気点灯だけで

リハーサルや練習なんかを行うことに関しましてもご利用いただけましたらというお声

がけをさせていただきまして、今回数字が上がっております。ただ、今までは、そうい

うお声がけ等、またご利用される方はお金の面も踏まえてご利用されなかったというこ

とでの尐ない数字だというふうに分析をしております。 

○委員長（谷口 整） 藤本委員。 

○委員（藤本英樹） ありがとうございます。私ごとになるかもわからへんですけれども、

ことしの林修さんの講演会に私行ったんですけれども、周りの方も結構好評でした。今

後、そういう著名人の講演予定とかは、もう何か決まっているようなところはあるんで

すか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 本年度におきましては、林修さん、この後１０月２１日に

市川さんという演歌歌手の方ですが、こちらにつきましては１日半で完売のほうしてお

ります。あとは、子どもさん向け、年明けになりますが、ケロポンズというのも、こち

らのほう来場予定です。こちらのほうも著名ではございますので、また今後もそういっ

た著名の方々、また学習していただく方々、学習できる状況というものを住民の皆さん

のニーズに応えていきたいというふうに考えております。 

○委員長（谷口 整） 藤本委員。 
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○委員（藤本英樹） 著名人の講演を行うことで利用実績にもつながっていくと思います

んで、今後とも積極的に呼んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○委員長（谷口 整） ほかに、質疑はございませんか。今西委員。 

○委員（今西久美子） ちょっと１つお聞きしたいのが、この文化センターの利用状況で

すけれども、この数字、何を積み上げた合計なんですか。例えば民間のサークルとかが

使う場合に、予定人数というのは申請書に書きますけれども実際何人使ったかというの

は報告していないと思うんですよね。その辺、本当の利用者数との乖離というのは、ど

うなんですか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 先ほどおっしゃられました予定人数というものを基本的に

は積み上げております。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） いずれにしても、ホールの利用がふえたのはいいことやなという

ふうに思います。 

  それと、２枚目の図書館のサービス指標ということですが、この数字から見ますと、

図書館の利用が年々減っているということがちょっと気になることと、あと職員１人当

たり人口というのが、平均数値に比べてかなり多いと。平均から言えば、宇治田原町と

しては、やはり職員４人というのが妥当ではないかなというふうなことが言えるんでは

ないかと。その下の職員１人当たりの貸し出し冊数も平均数値に比べると１．５倍にな

っていますね。その反面、サービス効果というのが非常に高いと。本当に職員さんの頑

張りが、これでよくわかるんですけれども、その辺の職員の増員、その辺はお考えでは

ないのでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 今ご指摘いただきました職員数なんでございますが、確か

に図書館職員は手つくりでものをつくったりということであったりとか、本の扱い方で

あったり、かなりいろんな勉強をしながら頑張ってくれているところではございます。

ただ、私どものほうの人口パイであったりとか、またこういった貸し出し冊数であった

り登録者数であったりとかというようなものから見ますと、今現在の人員においては、

足りているのではないかというような考え方をしております。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） 今、正職さんがお１人で、嘱託さんがお２人、職員としては３人、
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あとはアルバイトさんでいておられると。ちょっと現場のお声もお聞きしたんですけれ

ども、例えば土日で正職さんがおられないときは、嘱託さんとアルバイトだけで対応を

すると。土日については教育委員会もおられませんので、シルバーさんがおられるので、

そういう形で、正職が誰もいない中で文化センターが運用されていると、図書館も含め

てということになってしまいます。学童保育のほうで、谷口委員長からも指摘があった

と思うんですけれども、何もなければそれはそれでいいんですけれども、何かあったと

きの対応ですね。職員として嘱託さんしかいないような状況の中で、やっぱり問題もあ

るんじゃないかなと思うんですけれども、その点は、いかがでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 確かにご指摘いただきましたとおり、職員という立場の人

間が常時いないということに関しましては、検討すべき事項であるかというふうには考

えております。ただ、私のほうも、館長という立場上、何かありました場合は連絡をと

いうことで、あった場合につきましては、すぐに走らせていただくというような体制も

とっていますので、また今後の検討課題ということで、させていただきたいと考えてお

ります。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） 現場としては、職員、嘱託３人で、本当にシフトを組むのも大変

だというようなお声も聞いておりますので、その辺の充実はぜひともお願いしたいと思

います。そのことで、登録率や貸し出し冊数が向上していくということも私はあるんじ

ゃないかと。もっと職員さんいろんなことをやりたいというふうに思っておられるので、

そういう意味では、やっぱり足りないと。今の貸し出し業務だけじゃないと思うんです、

図書館の仕事というのは。そういう意味でも、ぜひとも増員をお願いしておきたいと思

います。 

  それと、もう１点、人口１人当たりの図書館費というのが、これも平均に比べてかな

り低いです。以前、ほかの委員さんからも指摘はあったかと思うんですけれども、やっ

ぱり新しい本が入ることで貸し出し冊数もふえていくかと思うんですけれども、その辺

の増額というのは、どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 従来、図書館費につきましては据え置きというような状況

の中で、選書等も含め、図書館員のほうでいろいろ工夫をしているところでございます。

ただ、２９年度につきましてはＣＤ等の購入費用も認められたところではございますの
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で、またそれも踏まえまして、今後また新書等も含んだ人気のある本等々、入れさせて

いただけたらというふうに考えております。 

○委員長（谷口 整） ほかにありませんか。原田委員。 

○委員（原田周一） 今のに関連するんですが、私いつもこの質問をしたら、回転率のこ

としか言わないんですけれども、今、今西委員からお話がありましたように、図書館費

が１，４５０円に対して８８８円と、人口１人当たり。回転率については０．６で同じ

数字で、あとの数字はほとんど上回っておるというような状況なんですけれども、この

あたり、ずっと過去から回転率のことを何度かお話させていただいていたんですけれど

も、今回こういうデータが出たということで、回転率が上がっていないということに対

しては、どういうふうにお考えされているんでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 回転率につきましては、図書館のほうがどのように動いて

いるかというのが回転率になるかと思います。これにつきましては、館内ご利用いただ

いている方が、大体常に来ていただいている方かと思うんですけれども、来ていただい

たときに新しい本が入っているなということになると、恐らくまた借りてみようという

ようなことになるかと思います。図書館費にもつながってくるかもしれませんけれども、

先ほど申し上げましたように、選書等も含めて、いつ来ても同じものがあるというより

かは、新しいもの、また変わったものがあるなというような視覚に捉えていただけるよ

うな工夫というものはしていく必要があるのではないかというふうに考えております。 

○委員長（谷口 整） 原田委員。 

○委員（原田周一） 回転率というか、上げるためには、分母と分子の関係だけですんで、

今おっしゃったように、どちらかをどうするのかということでかなり数字が変わってく

ると思うんです。今言われたように、利用される方がほとんど同じ人やということであ

れば、余計にいつ来ても同じ本ということになれば、数はあっても余り、皆、足がだん

だん遠のくんじゃないかということで、今言われていましたように、図書館費との兼ね

合いもあるんですけれども、やっぱり常に新しいものというんですか、やはり住民さん

の興味を引くような内容の本をぜひそろえていただいて、できる限り回転率を上げて、

有効に図書館利用というものがされるように、これは要望だけしておきます。 

○委員長（谷口 整） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） ほかにないようですので、これにて質疑を終了いたします。 
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  続きまして、田原児童育成施設整備事業について説明を求めます。下岡補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） それでは、田原児童育成施設整備事業につきまして、

ご説明申し上げます。資料Ａ３の図面をごらんください。 

  この工事の目的は、現施設が老朽化が進みまして、狭隘化など利便性に欠けておりま

して、新築移転し、児童に快適な遊び及び生活の場を与えまして、その健全な育成を図

るということを目的といたしております。 

  工事の場所につきましては、郷之口小字中林７ということで、田原小学校の敷地の部

分、現在の職員駐車場の場所になります。敷地面積が４５３．１１平米、図の下のほう

に書かせていただいていますけれども約１３７坪となっております。建築面積のほうが

２０８．６８平米、約６３坪、床面積は２０５．３６平米、６２坪となっております。

構造は、木造の地上１階建てということにさせていただいております。軒までの高さが

３．６ｍございまして、最高の高さが６．８８ｍと、資料のとおりとなっております。 

  工事の項目は、建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事に分けられておりまして、

予定工期なんですけれども、平成２９年１１月ごろから平成３０年３月までを予定いた

しております。１０月下旪ごろに、一般競争入札にて発注を予定いたしております。概

算工事費のほうは４，９００万円となっております。設計の考え方なんですけれども、

図面のほうを見ていただきまして、上のほうが北になっております。北側には田原小学

校の旧本館がございます。今回は、２支援、２クラスの学童保育施設を設けるというこ

とで、児童８０人、指導員等４人の利用を前提として設計をいたしております。１支援

が最大４０人となっております。今回は、小学校への建物への影響がないようにできる

限りコンパクトな建物ということで、延べ床面積約２００平米を目指して工夫をいたし

ました。ですので、廊下等を設けることなく満室とすることによって面積を小さくして

おります。これによりまして、小学校の校舎については、防火機能等の改修は不要とな

っております。また、京都府の福祉のまちづくり条例に準拠するバリアフリー化をする

ということで、玄関側のスロープ、各室のフロアがフラット化とさせていただいており

ます。また、児童の安全上、指導員室から児童の動きが把握できるよう、死角をつくら

ないように窓を配置しております。 

  工事内容といたしましては、建築主体工事では、まず、学童保育室Ａ、西側になりま

すけれども、面積が６９．５６平米となります。畳にしましたら３８畳余りとなります。

これに４０人の児童が入るという計算をしましたら、１人当たりの面積が１．７４平米

ということになります。これは、国基準の１．６５平米を十分満たしております。ちな



２８ 

みに、現施設の学童保育室では１２２．８８平米を７０人で使うということになってい

ますので、１人当たりが１．７６平米となります。新施設、今後の利用も、当面は

７０人前後で推移するということですので、７０人で計算しますと、新学童保育室は

１人当たり１．９９平米ほど確保できることになります。学童室のフローリング張りと

しまして、床暖房設備、電気式のものをそれぞれに設けます。これはエコにも考慮しま

して、分割運転ができるようなタイプとしております。 

  東側の学童保育室Ｂも、学童保育室Ａと全く同じ規模と仕様で設置いたします。真ん

中なんですけれども、指導員室がございます。面積は２０．７１平米で約１１畳強とな

ります。こちらの床はカーペットタイル張りとしまして、事務機器等の使用も考えまし

て、フリーアクセスフロアとしております。そのほかには、外構工事としまして駐車場

と、室外機スペースには目隠しのルーバーとか、あと雤水の中水利用のための貯留タン

ク等を設けていきます。駐車場につきましては、この図面では身障者用２区画となって

おりますけれども、普通区画３区画につきましては、小学校の学校敷地内に連担して一

体的に整備してまいります。学童の職員駐車場は、小学校の職員駐車場、現在小学校西

側の借地のところを利用する予定としておりまして、保護者の送迎につきましては、現

保育所の駐車場を利用していただくということになります。 

  電気設備工事の主なものといたしましては、幹線設備、電灯コンセント設備になりま

す。機械設備工事のほうは、給水設備、排水設備ということで、上下水の引き込み等も

含まれます。衛生器具設備ですけれども、今回は、トイレが男子・女子トイレに加えま

して多目的トイレということで、オストメイト対応トイレパックを考えております。そ

のほかに、指導員室にミニキッチン、これもオール電化を考えておりますので、電気温

水器、ＩＨコンロのタイプとなります。空調につきましては、これだけの規模になって

しまいますのでパッケージエアコンとせざるを得なくなりまして、それぞれ児童保育室

には１６キロワットのものを１台ずつ、指導員室には５キロワットのものを１台を設置

します。 

  これまでの経過としましては、まず、京都府の福祉のまちづくり条例に基づきます特

定まちづくり施設設置工事協議ということで、８月２４日に京都府知事宛てに協議をい

たしております。今般、小学校の敷地を分割するということで、敷地変更の手続もいた

しております。以上です。 

○委員長（谷口 整） これより質疑を行います。質疑のある方は、挙手を願います。今

西委員。 
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○委員（今西久美子） ちょっと細かいことですが、これ、室外に足洗い場とか手洗い場

というのは設置されるんでしょうか。 

○委員長（谷口 整） 下岡補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） 今回は、児童の動線を考えまして、北側の西向きに

玄関がございます。そちらにスロープと、実は校舎側から階段もあるのですけれども、

その階段横に足洗い場を設けております。玄関を入りまして、玄関ホールはフラットに

なっているんですけれども、そこに手洗いの水栓６栓を設けております。以上です。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 

○委員（今西久美子） わかりました。 

  それと、駐車場の件なんですけれども、今現在、学校の先生の駐車場がここにござい

ますが、先生方が、ここに学童が建ったら、自分たちの車はどうしたらええのというよ

うな問い合わせがあったんですよ。その辺、説明されていなかったんですか。それが

１つと、あと、学童の職員さんの駐車場はそっちやというのはわかるんですけれども、

保護者の送迎が、保育所の駐車場を使うんですか。保育所の送迎と学童の送迎の時間帯

が余り重ならないのかもしれないけれども、非常に不便かと思うんですけれども、どう

でしょうか。 

○委員長（谷口 整） 黒川部長。 

○教育部長（黒川 剛） 学校の職員の駐車場の件でございますけれども、本年度、近隣

の場所に駐車場用地を借り受けすると、そちらのほうに職員さんの駐車場を設置して確

保するという話は、昨年度末に学校のほうにはお話をさせていただいて、協議は完了し

ておりますので、そういうふうな教員がおるということは、学校側に再度十分な説明を

徹底してくれという形でお願いをしていこうかと思っております。また、この図面ので

きました段階で、学校のほうには、職員の皆さんの動線はどうなるんだというあたりに

つきましても確認をさせていただいているところでございます。 

  また、保護者の方々の駐車場ということでございますけれども、田原小学校の駐車場

内に施設を建てさせていただくに当たりまして、確保できればいいんですけれども、な

かなかその辺は難しいところがございます。保育所のところ、保育所の職員も近隣に確

保いたしました駐車場で駐車スペースを持っておりますので、保育所の中での駐車スペ

ースは一定確保できていくものであろうということでございます。そこで、保護者の方

にもちょっとご足労いただきたいというふうに考えております。 

○委員長（谷口 整） 今西委員。 
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○委員（今西久美子） 車椅子の駐車場があって、その手前、駐車場というふうに書いて

あるので、迎えに来て、子どもを乗せてすぐ帰るぐらいなら、この場所ではやっぱり難

しいですか。複数保護者が来られた場合に対応できないということになるんですかね。

ちょっと、まあ、わかりました。 

  それと、今おっしゃった職員駐車場ですけれども、今まだ田原小の先生はこの場にと

めておられますよね。ちょっとうちも近所なんで見ているんですけれども、もう何か既

に借地の部分は保育所の先生の車でいっぱいかなと、あれでさらに学校の先生の車をと

められる場所があるんですか。 

○委員長（谷口 整） 黒川部長。 

○教育部長（黒川 剛） おおむね４０台くらいの車を駐車するということを想定してお

ります。保育所側で２０台、小学校側で２０台ということで、事前に担当課のほうとは

協議させていただいて、調整させていただいております。実際に今見ますと、かなりの

スペースを保育所の方がとめていらっしゃいますけれども、移動がない車につきまして

は、詰めてといいますか重なってというか、重なるわけではないですけれども、出られ

ないような形になろうかと思いますけれども、そういった工夫もしていただく中で、小

学校側のほうも２０台分を確保するようにということで、調整はさせていただいている

ところでございます。 

○委員長（谷口 整） ほかに。馬場委員。 

○委員（馬場 哉） この建物の中で、先ほど説明があった指導員室、真ん中に配置しは

ったとこら辺のちょっと考え方なんですけれども、割と広く大きな部屋があるほうがえ

えように思うんですけれども、そういうご意見なんかは、ないですか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 部屋の建物の構図なんですけれども、基本的に補助金をい

ただくに当たって、事前協議する中で、１支援４０名というのが一つの単位となってま

いります。この１支援というのが一つの区切られた、基本的には教室みたいなものとい

うふうにお考えいただいたらいいかと思いますが、今現在田原学童のほうは、そのまま

大きな広間だと、あれを１支援ですので、１支援７０人というような今状況になってご

ざいます。工事をするに当たって、１支援まだ７０人を超える場合については補助金の

適用外というものになってございますので、やはり１支援４０人以下とするということ

で、指導員両方側が見られるように、１支援ずつ２支援、今回は部屋のほう準備をさせ

ていただいております。これにつきましては、指導員等とも話をしながら進めてまいり
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ましたので。以上でございます。 

○委員長（谷口 整） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 先ほど、指導員室において両方ともの部屋が見渡せるようにという、

大きな窓という部分ですか、この四角い真ん中の指導員室の、いわゆるこういうような

壁になるのか、それとも指導員室は大人なので、とりあえず上は、ガラスでは危ないで

すね、何か透明のパネル張りになるのか、そこら辺のことはどうですか。 

○委員長（谷口 整） 下岡補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） 指導員室の周りの壁は構造壁となっておりますので、

全て壁で覆われてしまいます。今指導員室の入り口と両脇、その各保育室につながるド

アにつきましてガラス張りということにしまして、例えば玄関ホールの手洗い場所とか

見にくいということで、これにつきましては、保育室からも見えるように部屋の中に窓

ガラスを設置していくという工夫で、室の確保を考えております。 

○委員長（谷口 整） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） ほとんどが壁やという今のお話しと、ちょっと死角ができるように

思うんですけれども、できるだけ見通しがええように工夫というものはできないもので

すか。 

○委員長（谷口 整） 下岡補佐。 

○社会教育課課長補佐（下岡浩喜） 最初に説明すればよかったのですけれども、現在の

学童での指導員の指導の仕方ですけれども、現在も指導員室というのは設けていますが、

仕事の中で指導員室に入るときというのがロッカールームとしての使用ぐらい、あとお

やつの配膳とかをするぐらいにしか使用しません。現在は保育室の中に事務机を置いて、

児童の中での作業をされておるので、今後も利用に当たって同じような形で、ほとんど

は、指導員は保育室の中にいるということです。ただ、何かの事情があって指導員室に

いるときに見えないと困るということで窓ガラスをつける形としておりますが、今回保

育室がかなり大きな規模となっておりますので、全体が木造の軸組工法ということでつ

くっておりますが、これだけのスパンを飛ばすには従来の工法ではちょっと難しいとい

うことで、実は集成材で大規模スパンを飛ばせます。ということで、指導員室の中に構

造壁を設けないということがちょっと技術的に不可能でしたので、このような形となっ

ております。 

○委員長（谷口 整） 馬場委員。 

○委員（馬場 哉） 私もちょっと説明が悪かったかしれませんけれども、いわゆる指導
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員さんはもちろん指導員室にはいはらへんと思うんですけれども、例えば保育室Ａにい

はる指導員さん、仮に２人がそちらにいはって、一時的な時間帯にＢのほうに誰も指導

員さんがいはらへん場合に、ＢのほうがＡの指導員さんから見渡せないということにな

るので、そこら辺のことを心配していたんですけれども、特にそこは、指導員さんをち

ゃんと配置していただいたら問題は解決する部分やと思います。現状４人で、アルバイ

トの方もいらっしゃると思うんで、指導員さんが両方とも、できるだけ２つに分かれて

もらうように工夫していただいたらええと、そこら辺は、よく指導員さんと調整してい

ただいたらいいと思います。 

  それと、もう１点なんですけれども、いわゆるこれは備品の部分になるかもしれませ

んけれども、ミニキッチンのシンクを設置しはるということで、これからいろんな備品

をいろいろとりそろえていかはる予定があると思うんですけれども、昨年度から、夏場

のお弁当の保管であるとかそういう、保護者の方々から、また指導員の方々からお話も

あると思いますので、その部分については、できるだけ指導員さんまた保護者の方々の

お話も聞いていただいて調整をしていただいたらいいと思いますけれども、どうでしょ

うか。 

○委員長（谷口 整） 岩井課長。 

○社会教育課長（岩井直子） 本年度、確かに夏季の間のお弁当の保管に関しましては、

保冷庫等準備いたしまして、両施設とも対応してきたところでございます。また、そう

いったことも含めまして、今ご指摘いただきましたように、保護者の方、また現場の意

見等取り入れまして、改善できるところにつきましては改善してまいりたいと考えてお

ります。 

○委員長（谷口 整） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） ほかに質疑がないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  次、日程第５、その他を議題といたします。 

  何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） 当局から、何かありませんか。教育長。 

○教育長（増田千秋） 議員の皆様に、学校行事のご案内を申し上げます。 

  今週の土曜日に維孝館中学校の体育大会が、来週の土曜日に両小学校の運動会が開催

されます。議員の皆様方におかれましては何かとご多用のところでございますが、ぜひ
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ご来場賜り、児童生徒にご声援賜りますようご案内申し上げます。 

  なお、今週の維孝館中学校の体育大会を気にしておるんですけれども、雤天時の場合

は、その判断は７時に行い、またホームページで実施の有無をお知らせするというふう

に聞いております。またどうぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（谷口 整） 事務局から。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 整） ないようですので、日程第５、その他については終了いたします。 

  本日は、付託議案１件及び第２四半期の事業執行状況（変更）並びに所管事項報告の

審査が終了いたしました。無事に審査が終了できましたことに対して、厚くご礼申し上

げます。また、町当局におかれましても、詳細な説明、資料作成等でご苦労さまでござ

いました。 

  第２四半期も終盤に差しかかり、下半期に入ろうとしております。確実な事業執行に

努めていただきますことを強く求めておきます。また、委員会所管に係ります重要事

項・懸案事項の報告につきましても、今後におきましても遺漏のないよう重ねて要望し

ておきます。 

  １０月の閉会中の委員会におきましては、第３四半期の執行状況の報告を願う予定を

しておりますので、１０月２３日、午前１０時からを予定いたしております。よろしく

お願いを申し上げます。 

  以上で、本日の文教厚生常任委員会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

閉  会   午前１１時４１分 



３４ 

 

 

  宇治田原町議会委員会条例第２６条の規定によりここに署名する。 

 

 

          文教厚生常任委員会委員長    谷  口     整 

 


